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６月１日から本人通知制度が始まります
　本人通知制度は、代理人や第三者の請求により住民
票などを交付したとき、事前登録した本人にその事実
を通知するものです。この制度により、住民票などの
不正請求の早期発見や抑制につながることが期待され
ます。

▶対　　象　本市に住民登録をしている方、または
本籍がある方。

▶登録方法　本人確認書類（運転免許証など）を持参のう
え、6月1日（火）から市民課窓口で申請してください。

▶そ の 他　通知の対象となるものは、代理人請求・第
三者請求ですが、一部該当しない場合もあります。

▶問い合わせ　市民課市民担当（内線244・245）

　市民の皆さんから寄せられた道路などの整備にかかるさまざ
まな要望の事業化にあたり、より公平性・透明性を確保し、か
つ効率的な事業執行が図れるよう、行田市生活道路等整備事業
評価システムを導入しています。
　平成22年度の事業評価の結果は、次の場所で閲覧できます。

▶閲覧場所および内容
　①道路治水課
　　生活道路や生活排水路の整備要望に関する事業評価
　②農政課
　　農道や農業用用排水路の整備要望に関する事業評価
▶問い合わせ　
　①道路新設改良については道路建設担当（内線346、347、

348）、道路維持修繕については維持補修担当（内線
343、344）、生活排水路整備については治水担当（内
線345）

　② 農道や農業用用排水路整備については耕地担当（内線388）

平成 22年度の行田市生活道路等整備事
業評価が閲覧できます

　市では、ＪＲ行田駅か
ら市の中心部を縦断する
「南大通線」の全線開通
に向けて取り組んでいま
す。また、「のぼうの
城」の大ヒットや映画化
による観光客の増加を見
据えた受け入れ体制の整
備、行田駅を起点とする
循環バスの見直しなど、
市民や行田駅利用者の利便性向上に向けた検討を進めています。
　今後、行田駅は市内外からの利用者の増加が見込まれること
から、３月23日に工藤市長がＪＲ東日本株式会社の大塚会長
を訪ね、高崎線の輸送力増強について要望しました。

▶問い合わせ　企画政策課政策担当（内線311）

さらなる市民生活の発展に向けて
工藤市長がＪＲ東日本（株）に要望

JR東日本（株）の大塚会長に要望を
伝える工藤市長
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申請を受け付けています
の

申請を受け付けています
子 ど も 手 当 の

　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな
育ちを社会全体で応援することを目的に、子どもの保
護者などに支給されます。

▶対　　象　中学校修了前（15歳到達後、最初の3月
31日）までの子ども

▶支 給 額　１人につき月額１3,000円
▶支給時期　手当は年３回、６月・10月・２月にそれ

ぞれ前月分までが、まとめて支給されます。　
▶申請（認定請求）方法　４月中旬に郵送した認定請

求書、健康被保険者証の写し、通帳、印鑑（インク
タイプ不可）をお持ちのうえ、９月30日(木)まで
に子育て支援課へ請求してください。※10月１日
（金）以降に認定請求された方は、４月分から10
月分は支給されません。

▶そ の 他　児童手当からの継続認定の方は６月中に
現況届の提出が必要です。

▶問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当（内線
262）


